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で知恵を絞れ 
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私たちの暮らしを左右する政策議論が目白押し 

10月18日から臨時国会が始まりました。年明けの通常国会を含め、 

これから注目される審議案件には、以下のようなものがあります。 

○ ｢不良債権処理策」と「デフレ対策」  

○ ｢対北朝鮮外交政策」 

○ ｢有事法制（武力攻撃事態対処関連法）」と「国民保護法案」 

○ ｢個人情報保護法案」 

○ ｢永住外国人地方選挙権付与法案」と「特別永住者等（終戦前から 

日本に住む在日韓国/朝鮮人・中国人がほとんど）の国籍取得緩和法案」 

など、国防体制の見直し、国民の権利・義務のあり方の見直し、そして 

低迷を続ける経済の立て直しなど、解決すべき課題は山積みです。また、 

法案の審議以外に来年以降、改革の実行に向けて大きく動き出すものが 

＜主な改革のスケジュール＞ 

このように、私たちの将来の暮らしを大きく左右する政策議論が目白押

しです。構想日本は、引き続き、“将来の日本のために、今、何をしなけれ

ばいけないか”を考え、そのための政策実現に向けたキャンペーンを展開

していきます。今回のJIニュースでは、このうち「年金」、「医療」、｢国と

地方」、「道路公団」の４つの分野における構想日本の活動をご紹介します。 

中間まとめ

（８月）

改革大綱
（～３月）

年金 医療 国と地方 道路公団 公益法人

H14

H15

H16

年金部会審
議会スタート
（１月）

改革案（秋）

国会審議

新年金制度
スタート（４月）

改革原案

（10月）

現
在

中間報告
（７月）

首相、「三位
一体」改革を
指示

具体的な改
革工程案

（～６月）

健康保
険法等
改正
（７月） 具体的

制度改
革に関
する審
議

道路四公団民営
化推進委員会発

足（6月）

中間整理（８月）

政府方針決定

抜本的改革
を閣議決定
（３月）

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト

法制上の措置
決定（～H17年
度末）

改革実行

国会審議

改革成功
のカギ

・道路公団
の正確な財
務の把握

・所有と管
理の
「上下一体」
の民営化、
そして

・「上場」の
実現

地方への国
の関与/地方
の国への依
存を許してき
た仕組みを
変えることが
不可欠。それ
には、事業と
カネをセット
で切り分ける
必要あり！

「公益」を国
民が判断し、
担う仕組み
が不可欠！

・非営利団
体は登記で
法人に

・税優遇は
活動状況
の評価で

医療提
供体制
の中間
まとめ
（8月）

医療（機関）
情報の収
集・分析・
評価・提供
に関する
体制の整
備

財政悪化の
根底にある
のは「医療の
質」の問題。
それを解決
するには、診
療情報の開
示、多様な評
価主体の参
入が必要！

まず、国民
的議論を通
して年金制
度の基本方
針（「国民皆
年金」にする
のかどうか）
を決めるべ
き！財源調
達の議論は
その後。

地方公聴会

地方分権改革
推進会議での

審議

月１回のペー
スで審議
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私たちの老後を支える年金制度。この制度は、５年に１度、 

 国が見直すことになっています。次の制度改正は2004年度 

 に予定されており、あと１年半後に迫っています。  
 
● 現在の年金制度の問題点  
① 仕組みが異なる３制度（国民年金、 厚生年金、共済年 

金）で構成されている。そのベースである「基礎年金」部

分について、厚生年金・共済年金の給付の定額部分を国民

年金と同額とし、国民年金の財源が不足している分を他の

制度から補填している。 

② 日本の基礎年金は「国民皆年金」（誰でも平等に一定の 

金額 を老後に保障する制度）とうたいながら、実際には皆 

年金になっていない。日本の基礎年金には税金（一般財源） 

が投入されているが（給付の３分の１）、制度としては、保 

険料を負担している者のみに給付する方式（社会保険方式） 

である。 
 
● どのような制度を目指すのか  

 “いいとこどり”の政策は破綻寸前、一定の金額を国民全員

に保障する「国民皆年金」を目指すのか、それとも自己責

任を原則とし、保険料を負担しない者には給付しないこと

を公平と考える「社会保険」を目指すのか、を選ばなけれ

ばなりません。そこで、構想日本では、本質的な議論のた

めの材料として、次のような年金改革３案を整理しました。 

 

 

● 改革の視点  
 医療改革は、①効率的で質の高い医療を提供しながら、 

いかに医療費の伸びを抑制するか、②医療費をだれがどう 

負担するのかが重要な視点です。 

 現在、政府・与党は、今年度中に抜本改革の内容をまと 

めようとしていますが、②のみに焦点が集まっています。 

具体的には、医療費の伸びが著しい高齢者医療をどう再構 

築するのか、保険財政の悪化が深刻な健保組合などの組織 

はどうすればよいのか、そして全国一律「出来高払い」が 

基本の診療報酬体系をどうするのかなどです。 

 しかし、これらは財源の調達の方法を変えるにとどまっ 

ており、自己負担を引き上げる政策と同様、医療の本質的 

な問題を解決することにはつながりません。 
 

● 情報にアクセスできる環境を 
 医療問題の本質的な解決のためには、むしろ①が重要課 

題です。そのためにはまず、国民が医療に関する情報にア 

クセスできる環境が必要です。医療情報の公開が進まない 

一つの要因としては、医療機関には求められる情報が記録 

として残されていないことにあります。ですから、診

療情報など各種情報のデータベース化・ネットワーク

化を進めることが必要です。構想日本は、医療の問題

の本質を先送りしない改革の方向性を提案していき

ます。 
★ 医療制度の改革は、今後の社会保障のあり方につ 

ながっています。どのような医療を受けたいか、負担

はどうするかを私達一人一人が考えていく必要があ

ります。「老人医療は分離すべきか否か」制度改革３

案の比較をホームページに掲載しました。 

詳細については、ホームページをご覧下さい。

http://www.kosonippon.org/prj/c/?no=00 
 

● 年金改革３案  
今後、以下の３案を材料として、議論を深めていき 

たいと考えています。 

詳細は、http://www.kosonippon.org/doc/?no=157、 

http://www.kosonippon.org/mailnews/log.html?no-76  

をご覧下さい。 

 Ａ案：国民皆年金 Ｂ案：国民皆年金 Ｃ案：統合社会保険    日本の現行制度
（２階建）     保険・税折衷型
     カナダ型    スウェーデン型 米国型        

●基礎年金
：税、40年居住満額

●最低保障年金
：税、40年居住満額 ●国民年金
 緩やかなﾃｽﾄ（公 ：保険料（定額一律）
  的扶助ではない）  給付費の1/3税

[補足給付：税、ﾐｰﾝ
ｽﾞﾃｽﾄ]

[公的扶助：税、ﾐｰﾝ
ｽﾞﾃｽﾄ]

[公的扶助：税、ﾐｰﾝｽ
ﾃｽﾄ]

●報酬比例年金
：保険料（定率、賦

●報酬比例年金
：保険料（定率、賦

●報酬比例年金
：保険料（定率、賦

●厚生・共済年金
：保険料（定率、賦課

 課対象上限有）、  課対象上限有）、  課対象上限有）、  対象上限有）、定額
 自営業者は任意  自営業者も強制  自営業者も強制  分の給付費の1/3税
（共済組合化（政府 （保険料はｻﾗﾘｰﾏﾝの （保険料はｻﾗﾘｰﾏﾝの  自営業者対象外
 の関与排除）も選  倍負担）  倍負担）
 肢） （共済組合化も選択 （共済組合化も選択

 肢）  肢）
【メリット】 【メリット】 【メリット】 【メリット】

○皆年金の達成 ○皆年金の達成 ○定額部分の財政調整

○制度間の不公平解 ○制度間の不公平解 （厚生・共済から国年
 消  消  へ）

○政府の役割を１階 ○政府の役割を保障 ○政府の役割を公的
 に集中  年金に集中  扶助に集中
○保険原理の徹底
（２階のみ）

○保険原理の徹底 ○保険原理の徹底

税：年金
税：補足給付

保険料

税：公的扶助

国

生活保護
厚年

調整

共

保険料保険料

 

どのような年金制度をめざすのか、根本的な議論が必要 

医療の抜本改革はどうあるべきか？～医療の問題点、その解決に向けて～   

構想日本の医療改革の基本理念 

徹底した医療サービスの質の向上 

標準化 

キーワードは 

評価 選択(競争) 

医 療 

年 金 

http://www.kosonippon.org/prj/c/?no=00
http://www.kosonippon.org/doc/?no=157
http://www.kosonippon.org/mailnews/log.html?no-76
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現在 中間整理 本当の民営化案
上下分離方式 上下一体方式

国

道路4公団

主従関係

道路の建設
計画を決定

国

保有機構
（公的法人）

新会社
（管理会社）

主従関係

道路の建設
計画を決定

国 新会社

資産を保有

自己責任で
経営

対等

道路の建設

計画を決定

 道路公団の「上下分離」、「上下一体」の比較

 

 
●「三位一体」の改革とは？ 
  小泉首相は、国と地方の財政・税制について、①地方への 

税財源移譲、②補助金の見直し、③地方交付税交付金の見直 

しの「三位一体」の改革を打ち出しました。これを受け、地 

方分権改革推進会議では、来年の中頃までに具体的な改革工 

程をまとめる予定です。 
 

● 足踏み状態続く 
  その改革の難しさは、国から地方へのカネ(補助金、交付金）

と仕事の流れがセットになっている現在の仕組みにあります。 

その仕組みを変えずにカネの流れだけを見直しても、問題の 

解決にはなりません。また“教育は地方の現場で”のような 

抽象的な枠組みや、マクロの数字(例：補助金○割カット)だ 

けでは、省庁間の縄張り争いを招くばかりで前に進みません。 

必要なのは、具体的な事業にそって、仕事とカネをセットで 

切り分けることです。 
 

●  現状打破に向けた現場からのアプローチ 
  構想日本では、その第一次的作業として、複数の県や市の 

有志職員のご協力を仰ぎ、県の事業を仕分ける作業・分析を 

行っています。結果は近々公表、その後、推進会議や経済財 

政諮問会議に対して提言していく予定です。 

事業仕分けの意義

さらに、仕分け作業は、自治体職員の意識向上にもつながる
l “参加者に対する事業項目の説明、および質問への応答を通して、自県の事業内容やそ
のあり方に対する理解が深まった。”（予算書提出県担当者）

l “議論を通じて、自治体の役割を考える新たな視点を見つけることができた。”（参加者）

さらに、仕分け作業は、自治体職員の意識向上にもつながる
l “参加者に対する事業項目の説明、および質問への応答を通して、自県の事業内容やそ
のあり方に対する理解が深まった。”（予算書提出県担当者）

l “議論を通じて、自治体の役割を考える新たな視点を見つけることができた。”（参加者）

地方分権の議論に関する構想日本の問題意識

仕事とカネの流れを別個に議論しては問題の本質に迫れない

l 仕事とカネがセットで地方に下りる今の仕組みを変えずにカネだけの話（税財源移譲、交付金/補助金カッ
ト）をしても、地方に対する国のコントロールやカネを当てにした地方の甘えは変わらず、進展がない

抽象論では済まない

l 「教育や福祉は現場（市町村）」といった切り分け方では前に進まない

マクロの議論だけでは済まない

l 現場のニーズを反映しないマクロ数字の提示（補助金○割カット等）は、弱いところへのしわ寄せに終わる

県の事業のあり方を
精査する材料が得ら
れる（特に不要事業）

国と地方の新たな歳
出比をもとに、税財
源配分の見直しがで
きる

地方の国への依存の温床
ともなっている、個々の事
業に関する国のコントロー
ルの見直しができる

具体的な事業にそって、仕事とカネをセットで切り分ける必要あり

l 県の事業仕分けは、その第一次の近似的な作業

新たな歳出と自主財源と
の差を試算、地方間格差
の是正策を具体的に考え
ることができる

それによって…

“ミクロ”の改革
l 地方が独自に実施すべき

“マクロ”の制度改革
l 国（各省）が「現場の声」を反映させつつ実行すべき

 

国と地方のあり方を考える視点

現在は 、“仕事 ”と “カネ ”がセットで地方へ 本来は 、“仕事 ”と “カネ ”は自己完結すべき

仕事の内容やや り方は国が決定

l 従わないとカネ （補助金）が もらえない

l 従えば 、借金をしても後で面倒を見て くれ る（地
方交付税 ）

地 方の自律的な行政運営を阻害 /国への依存

l 事業の是非 を考える余地 /インセンティブなし

•  変わ らない画一的な自治体運営

• 仕事の肥大化 /地方の借金増大

    結局 、国の財政負担増 、赤字に

仕事の内容やや り方は国が決定

l 従わないとカネ （補助金）が もらえない

l 従えば 、借金をしても後で面倒を見て くれる（地
方交付税 ）

地 方の自律的な行政運営を阻害 /国への依存

l 事業の是非 を考える余地 /インセンティブなし

•  変わ らない画一的な自治体運営

•  仕事の肥大化 /地方の借金増大

    結局 、国の財政負担増 、赤字に

それぞれが効率的な行政運営を行うために不可欠な、
自己決定による行政システムを構築 。そのためには 、

l 歳出サイドでは…
– 国 と地方の事業分担 を明確にし、

– 地方の自律性を阻む国の コン トロールを
廃止

l 歳入サイドでは…
– 自主財源 を強化し （税源財移譲 ）、

– 地方による地方間格差是正の仕組みをつ
くる（地方交付税改革）、ことが必要

それぞれが効率的な行政運営を行うために不可欠な、
自己決定に よる行政システムを構築 。そのためには 、

l 歳出サイドでは…
– 国 と地方の事業分担を明確にし、

– 地方の自律性を阻む国の コン トロールを
廃止

l 歳入サイドでは…
– 自主財源 を強化し （税源財移譲 ）、

– 地方に よる地方間格差是正の仕組みをつ
くる（地方交付税改革）、ことが必要

歳出

国

都道府県

市町村

国税

都道府県
税

歳入

国民（住民）

仕事

仕事

仕事

カネ

カネ

カネ

国

都道府県

市町村

国民
（住民 ）

カネ仕事

市町村
税

 

の対等な立場を確保するため新会社（管理会社）と 

｢保有・債務返済機構」を「上下一体方式」で民営化 
するというものです。政府委員会は、もう一度基本に 
かえって、四公団の財務状況の厳密な把握を行い、 
｢上場」を前提に自立的経営に向けた具体的な改革手 
法についてオープンかつフェアに議論し、将来を含め 
て本物の｢国民負担の最小化」を目指すべきではない 
でしょうか。 

道路公団改革に代表される特殊法人改革は、小泉内 

閣の掲げる「構造改革」の“本丸”ともいえる大改革 

です。今後、国民一人一人がこの議論を注視し、声を 

あげていくことが必要です。 

● ｢民営化推進委員会」による「中間整理」の問題点 
      構造改革の“一番バッター”である道路四公団の改革。 

その具体策を検討している政府の「道路関係四公団民営化推 

進委員会」は、8月末、中間整理をとりまとめました。しか 

し、その中身は、国民全体の利益になる「本物の民営化」と 

は、全くかけ離れた内容、その後の議論も混迷しています。 

   中間整理では、まず（１）国民負担の最小化を基本原則、 

  ５０年以内の債務返済、（２）新たな組織は民間企業として 

の自主性を確保、などが民営化の基本的方針として示されま 

した。ところが、そのための方策は、道路事業を運営する新 

会社（「上」部分）と四公団の資産の保有・債務の返済の他、 

新しい道路建設の資金を一部負担する｢保有・債務返済機構」 

（「下」部分）とに分けるいわゆる｢上下分離方式｣です。 

   これでは、新会社は国の監督下に置かれることになり、 

民営化が目指した国民負担なしの借金返済も、野放図な建設 

への歯止めも実現出来ないでしょう。 

●「本物の民営化」の実現を目指して 
   構想日本は、政府委員会に緊急提言を出すなど、(道路関 

係四公団民営化）シャドー・コミッティーの活動を通じて、 

真に国民のためになる改革を訴えてきました。その骨格は、 

企業会計方式を導入して経営責任を明確化すると共に、国と 

 

道路公団改革は、誰のための改革？～ 国民の側を向いた「本物の民営化」を！ 

｢三位一体｣の改革を実現するには、現場からの具体的なアプローチが不可欠 
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                                  「生きる」ことは「食べる」こと。人間の体は、私たちが毎日、口に 

する食べ物によって維持されているのです。当日は、巷でよく聞く"制 

度"や、断片的に耳にする"有機農業"ではなく、農業というものの本質 

について、現場の"名人"達が語りました。有機農業を手がける、ある 

"名人"は、家計の中で食費が真っ先に節約の対象とされる現状に警鐘を鳴らしました。また、"有機""無農薬"といった 

キャッチフレーズが氾濫する中で、形式的な"有機""無農薬"を求める最近の傾向を戒める発言もでました。「異常気象」

にみまわれた時、『感性豊かな70歳以上』の農家は収穫が確保できるだろうが、若手の農家は難しい」と、『感性豊か 

な70歳以上』に、豊かな現場経験の価値が集約されていました。「人間を育てるも作物を育てるのも同じ」。様々な例 

をあげつつ、生き物を育てる意義について、たっぷりと語って下さいました。 

10月30日第64回J.I.フォーラム 

『農家の現場からみた日本農業・農政』 

‐食の問題をきっかけに「農業」を考える‐ 

狂言師野村万蔵家の八代目当主を務める野村万之丞氏。狂言からスタートし、 

いまやプロデューサー・学者など、幅広い才能を発揮しています。文化は守る 

ものではなく、形を変えて心を伝えるもの、目に見えない文化をどう産業化し 

ていくか、絶妙の語り口で語って頂きました。 

  原丈人氏は、考古学の研究者から転身、ベンチャー・ 

キャピタリストとして活躍中。インドネシアの影絵 

｢ワヤン・ゴレ」を紹介しながら、「経済」が「文化」 

を支配する中で、アメリカ式の“グローバリゼーシ 

ョン”が幅を利かせている現状を批判。米国型のビ 

ジネス・モデルをとり入れようとする現在の日本の 

風潮に、警鐘を鳴らします。とかく、欧米追随志向になりがちな日本の文化。わたしたちはそろそろ、独自の文化を、 

そして、その発展を真剣に考えるべき時なのではないでしょうか。 
 

 

９月24日第63回J.ｌ.フォーラム 

「道路関係四公団民営化推進委員会」中間整理を公表 

－「民営化」「国民負担なし」「凍結」はスローガンだおれ？－ 

 

＜討論者・野村万之丞＞ 

＜討論者＞ 
加藤勝昭(埼玉県北本市 トマト農家 市議会議員) 
門脇栄悦(山形県村山市 西瓜農家)   
富樫俊一(山形県鶴岡市 だだちゃ豆農家）  
長澤 豊(JAやまがた代表専務理事) 
＜コーディネーター＞ 
徳永光敏(大阪経済大学日本経済史研究所所長) 

毎月開催の参加型フォーラムJ.I.Forum   
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８月28日第62回J.ｌ.フォーラム 

『テーマ 文化は政治や経済の基礎体力』 

－見えないものの値打ちを探す－ 

＜討論者＞ 
財部 誠一(経済ジャーナリスト） 
益田 安良(東洋大学教授、言論NPOエコノミスト会議幹事）
水野  清 (元建設大臣、シャドー・コミッティー代表） 
＜コーディネーター＞ 
加藤 秀樹(構想日本代表） 

これらJ.I.フォーラムの様子はビデオでもご覧頂けます。 

実費送料込み 3000円 03-5275-5665／木下まで 

   「民営化」「国民負担なし」「建設凍結」。道路四公団の改革 

スローガンは、果たしてどのような改革を進めれば、実現で 

きるのでしょうか。現在、審議を進めている政府の「道路関 

係四公団民営化推進委員会」の役割は、このスローガンを実現する仕組みをつくることにあるはずです。しかし、8月 

末に公表された同委員会の「中間整理」は、これと全くかけ離れた内容です。今回は、TV番組などでシャープな発言を 

展開している財部誠一氏、共催参加の「言論NPO」の益田安良氏、（道路四公団民営化）シャドー・コミッティー代表の 

水野清氏が、同委員会の議論や審議のあり方について、様々な問題点を指摘しました。道路公団改革に代表される特殊 

法人改革は、小泉内閣の掲げる「構造改革」の“本丸”ともいえる大改革です。国民一人一人が今後の議論を注視し、 

声をあげていくことが大切です。 
 

  

＜討論者・原 丈人＞ 

★『政治家・政策データベース』http://db.kosonippon.org 

2002年７月～10月、衆参国会議員を対象に、第5回アンケート｢公益
法人改革と寄付税制｣を実施しました。ホームページ上では、各国会議員
の名前を入力するだけで、議員の基本データ、アンケートに対する回答
をご覧になることができます。また、アンケート集計結果や回答一覧表
なども掲載しています。 
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